
（別紙）お支払いの手順 

〇オンラインで支払う場合 

１．＜申請者→局＞納付情報（群数、手数料等）を事前にお知らせします。 

２．＜局の作業＞納付情報（群数に対して支払う手数料）に問題がないか、確認します。 

３．＜局→申請者＞納付申込の登録と蜜蜂転飼許可申請書の提出を案内します。 

４．＜申請者の作業＞県の電子申請システムから、納付申込を行います。 

① PC・スマートフォンから「長崎県電子申請システム」にアクセスします。 

  ② 手続き名を確認します（必要であれば、利用者登録をお願いします）。 

  ③ 説明欄・利用規約に目を通していただき、「同意する」をクリックします。 

  ④ メールアドレスを入力し、「完了する」をクリックします。 

  ⑤ 受信したメールに記載されているURLにアクセス後、必要事項を入力します。 

  ⑥ 内容を確認し、問題がなければ「確認へ進む」をクリックします。 

  ⑥ 内容を確認し、問題がなければ「申込む」をクリックします。 

  ⑦ 申込完了の通知が届きます。（後で必要になりますので、「整理番号」と「パスワー

ド」の保管をお願いします。 

５．＜申請者の作業＞納付の手続きを行います。 

  ① 納付申込後に電子申請システムから自動送信される「申込完了通知メール」を確認

し、メールに記載されている「申込内容照会URL」に接続します。 

  ② 「申込内容照会」画面が表示されるので、「整理番号」及び「パスワード」を入力

し、「照会する」をクリックします（４．⑦の手順で確認した内容です）。 

  ③ 「申込詳細」画面が表示されるので、「納付情報」の「オンライン決済」欄をクリ

ックします。 

  ④ 「決済方法選択」画面が表示されるので、決済方法を選択後、「同意事項」の最後

にある「同意する」にチェックをして、画面下の「支払へ進む」をクリックします

（「同意事項」欄は最後まで確認（スクロール）が必要です）。 

  ⑤ 支払い画面が表示されるので、画面の指示に従って入力等を行い、支払います（選

択した決済方法により、表示される支払い画面の内容が異なります）。 

  ⑥ 支払い完了後、「整理番号」を蜜蜂転飼許可申請書の所定の欄に記入します。 

６．＜申請者→市町＞蜜蜂転飼許可申請書を提出します。 

７．＜市町の作業＞蜜蜂転飼許可申請書に「整理番号」の記載があるか、確認します。 

８．＜市町→局＞納付が完了しているかを照会するため、「整理番号」を伝えます（市町で

は、電子申請システムでの納付状況を確認することができません）。 

９．＜局の作業＞納付が完了しているか、確認します（「県庁ポータルサイト＞電子申請シ

ステムサイト（庁内DXポータルサイト内）＞【長崎県電子申請サービス

（担当者側）】ログイン」から、「整理番号」を使って確認ができます）。 

10．＜局→市町＞納付の状況をお知らせします。 

11．＜市町→局＞納付が完了していれば、蜜蜂転飼許可申請書を進達します。 
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12．＜局→畜産課＞蜜蜂転飼許可申請書を進達します（①を添付して送付します）。 

① 電子申請システムの申込詳細画面を印刷したもの 

13．＜畜産課の作業＞納付の金額と申請の内容が一致しているか、確認します。 

14．＜畜産課→申請者＞「「蜜蜂転飼許可」」を発行します（蜜蜂転飼許可」は転飼期間終了

まで大切に保管した後、畜産課まで返却ください）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蜜蜂転飼許可申請書（表） 

「納付申込」完了通知メールに記載の「整理番号」を記入し

てください。 

※手数料納付書により支払う場合は、空欄でお願いします。 

蜜蜂転飼許可申請書（裏） 
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〇手数料納付書により支払う場合 

１．＜申請者→畜産課＞手数料納付書の発行を依頼します（①②を添付して郵送します）。 

① （様式１）手数料納付書発行依頼書（転飼許可申請手数料） 

② 切手を貼付した返信用封筒 

２．＜畜産課→申請者＞手数料納付書を発行します（①②を添付して郵送します）。 

  ① （様式２）手数料納付済申出書 

  ② 蜜蜂転飼許可申請書 

３．＜申請者の作業＞発行された手数料納付書により、金融機関、ゆうちょ銀行の窓口や 

コンビニで現金により支払いを行います「（ゆうちょ銀行の場合は、九

州内に限ります）。 

① 手数料納付書の控え部分を切り離します（後で必要になりますので、保管をお願い

します）。 

  ② 手数料納付書により金融機関等で支払います。 

  ③ 「領収」書・納付済」」を受け取ります（領収」書は大切に保管ください）。 

４．＜申請者の作業＞手数料納付済申出書を用意します。 

  ① 納付済」（A）を切り離します。 

  ② 保管してあった控え部分から納付済照合票（B）を切り離します。 

  ③ 納付済」（A）と納付済照合票（B）を手数料納付済申出書に貼付します。 

５．＜申請者→市町＞蜜蜂転飼許可申請書を提出します（①を添付して送付します）。 

  ① （様式２）手数料納付済申出書 

６．＜市町の作業＞納付の金額と申請の内容が一致しているか、確認します。 

７．＜市町→局＞手数料納付済申出書が添付された蜜蜂転飼許可申請書を進達します。 

８．＜局の作業＞納付の金額と申請の内容が一致しているか、確認します。 

９．＜局→畜産課＞手数料納付済申出書が添付された蜜蜂転飼許可申請書を進達します。 

10．＜畜産課の作業＞納付の金額と申請の内容が一致しているか、確認します。 

11．＜畜産課の作業＞納付済照合票（B）のバーコードを読取り、申請受理を登録します。 

12．＜畜産課→申請者＞「「蜜蜂転飼許可」」を発行します（蜜蜂転飼許可」は転飼期間終了

まで大切に保管した後、畜産課まで返却ください）。 
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〇手数料納付書により支払う場合（イメージ図） 

 

A：納付済」 

B：納付済」照合票 
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手数料納付済申出書 

※申請書に添付して

ください。 

手数料納付書 


